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北九州市告示第６８号 

 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）第６条第３項の規定により、令和８年４月１日から令和１３年３月

３１日までの社会福祉施設の利用料金の額を承認したので、北九州市社会福祉

施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第２７号

）第５条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年３月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設

の種

類 

金額  

障害

者福

祉工

場 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「障害者総合支援

法」という。）第５条第１５

項に規定する就労継続支援を

受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 

障害

者就

労支

援施

設 

障害者総合支援法第５条第１

４項に規定する就労移行支援

を受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 

障害者総合支援法第５条第１

５項に規定する就労継続支援

を受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額    
障害

者生

活支

援施

設 

障害者総合支援法第５条第７

項に規定する生活介護を受け

た場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額   
障害者総合支援法第５条第１

２項に規定する自立訓練を受

けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 
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障害者総合支援法第５条第１

４項に規定する就労移行支援

を受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 

障害者総合支援法第５条第１

５項に規定する就労継続支援

を受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額       
障害

者地

域活

動セ

ンタ

ー  

障害者総合支援法第５条第７

項に規定する生活介護を受け

た場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 

障害者総合支援法第５条第８

項に規定する短期入所を受け

た場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 

障害者総合支援法第５条第１

０項に規定する施設入所支援

を受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額   
障害者総合支援法第５条第１

２項に規定する自立訓練を受

けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 
   

障害者総合支援法第５条第１

４項に規定する就労移行支援

を受けた場合 

障害者総合支援法第２９条第３

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額   
障害者総合支援法第５条第１ 障害者総合支援法第２９条第３ 
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５項に規定する就労継続支援

を受けた場合 

項第１号に規定する主務大臣が

定める基準により算定した費用

の額及び同条第１項に規定する

特定費用の額として実費を勘案

して市長が定める額 

障害者総合支援法第７７条第

１項又は第５項に規定する地

域生活支援事業を受けた場合 

障害者総合支援法第７７条第１

項又は第５項に規定する地域生

活支援事業に要する費用として

市長が定める額    
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北九州市公告第１８６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和８年３月１７日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 

開発許可を受けた者の住所及び氏

名 

北九州市小倉南区舞ケ丘五丁目１２

３０番４のうち、舞ケ丘六丁目１０

６４番、１０６４番２、１０６６番

、１０６８番１、１０６８番２、１

０７２番、１２２７番１のうち、１

２２７番２３のうち、１２３０番２

のうち、１２３０番３のうち、１２

３２番１、１２３２番２のうち、１

２３２番３から１２３２番７まで、

１２３２番８のうち、１２３２番９

から１２３２番１３まで、１２７０

番１のうち、１２７４番２から１２

７４番５まで、１２７９番２のうち

、１２９０番２のうち、１２９９番

２のうち、１３００番２のうち、１

３１０番２のうち、１３１３番２の

うち、１３１４番２のうち、１３１

５番２のうち、１３１５番３、１３

１６番２のうち、１３１６番３、１

３１９番１、１３１９番２のうち、

１３２０番２のうち、１３２２番１

、１３２２番５、１３２２番６、１

３２３番２、１３２５番２から１３

２５番４まで、１３２６番２のうち

、１３５８番４、１３５８番６及び

１３５８番７ 

北九州市小倉南区下曽根一丁目２

番３３号 

株式会社山十開発 

代表取締役 山本末男 

北九州市小倉北区緑ケ丘三丁目４番

２及び４番２６から４番３３まで 

大阪市北区大淀中一丁目１番８８

号 

積水ハウス株式会社 

代表取締役 仲井嘉浩 
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